
新型定期預金〈マイハーベスト〉 商品概要説明書 

（テレホンバンキング用） 
      

本商品概要説明書は、商工中金ダイレクトのうち、テレホンバンキングでお預け入れいただく場合の新

型定期預金〈マイハーベスト〉の説明となります。 

２０２０年２月１３日現在 
1.商品名 新型定期預金<マイハーベスト> 

2.ご利用いただける方 個人のお客さま 

3.期間 

(1) 預入期間 

 

1 年・2年・3年（期日指定方式はございません） 

(2) 自動継続の取扱い 自動継続（元利継続または元金継続）でのお取扱いとなります。 

満期日に同一の期間、同一のお利息処理方法で新型定期預金に継続します。

4.預入方法 

(1) 預入方法 

 

一括してお預け入れいただきます。 

(2) 預入金額 

(3) 預入単位 

50 万円以上 

1 円単位 

5.払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。ただし、この預金は自動継続でのお取扱

いとなりますので、払戻しには満期日までに自動継続を停止する等のお手続

きを行っていただく必要があります。 

6.利息 

(1) 適用利率 

 

 

 

お預け入れ時における新型定期預金の店頭表示の利率（固定金利）とします。

自動継続後の利率は、継続日における新型定期預金の店頭表示の利率（固定金

利）とします。 

 （2）利払方法 満期日以後に一括して支払います。 

元利継続の場合の利息は、満期日に元金に組み入れて継続します。 

 （3）計算方法 お預け入れ日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日までの日数に

ついて約定（適用）利率によって計算します。 

付利単位を 1円とし、1年を 365 日とする日割計算で、6カ月複利の方法で計

算します。 

1 円未満の端数は切り捨てます。 

（4）課税 利息額の 20％※（国税 15％、地方税 5％）が分離課税されます。 

※平成 25 年 1 月 1日から平成 49 年 12 月 31 日までに受け取る利息について

は、復興特別所得税が追加課税され、20.315％の税金がかかります。 

7.手数料 手数料はかかりません。 

8.付加できる特約事項 この預金を担保として、総合口座の普通預金で当座貸越ができます。なお、

貸越利率は、担保とする定期預金の約定（適用）利率に 0.5％を上乗せした利

率となります。 



（新型定期預金〈マイハーベスト〉） 
（テレホンバンキング用） 

9.期限前解約時の取扱

い 

この預金を満期日前に解約する場合、一部だけの解約はできません。また、

満期日前の解約の場合におけるこの預金の利息計算は、以下の方法により行

いますので、ご注意ください。 

お預け入れ日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日までの日

数について次のお預け入れ期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます）によって計算します（6カ月複利の方法で計算します）。 

ただし、②の B、③の B から C については解約日における普通預金利率を下

回らないものとしますが、解約日における普通預金利率（①、②の A、③の A

を含む）が預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）を

上回る場合、預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）

が上限となります。 

①【期間 1年の場合】 

預入後 1年未満      解約日における普通預金利率 

②【期間 2年の場合】 

Ａ預入後 1年未満      解約日における普通預金利率 

Ｂ預入後 1年以上 2年未満  約定（適用）利率×10％ 

③【期間 3年の場合】 

Ａ預入後 1年未満           解約日における普通預金利率 

Ｂ預入後 1年以上 2年未満   約定（適用）利率×10％ 

Ｃ預入後 2年以上 3年未満   約定（適用）利率×10％ 

10.その他参考となる事

項 
・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 
・利率はお取引店または商工中金ダイレクトバンキングセンターまでお問い

合わせください。 

・元金・利息を指定口座へ入金する際、満期日もしくは中間利払日が銀行休

業日であったときは、その銀行休業日付けで、翌営業日に指定口座への入

金手続きを行います。 

・テレホンバンキングでは、総合口座普通預金口座からのお預け入れとなり

ます(通帳式)。また、満期時のお取扱い方法などのお預け入れの条件は、

テレホンバンキングで選択・指定が可能な当金庫所定のものに限ります。

・テレホンバンキングで自動継続を中止する場合は、満期日の前営業日 16

時前までに当金庫所定のお手続きを行ってください（元金・利息は総合口座

普通預金に入金されます）。 

11．当金庫に対する苦情

申出先 
・お客さまサービスセンター（当金庫広報部） 
  お客さまサービスセンター連絡先 
  電話番号  ０１２０‐０７９‐３６６ 
  ＦＡＸ番号 ０３‐３２７２‐７８７５ 
  Ｅメール   kouhou@shokochukin.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（新型定期預金〈マイハーベスト〉） 

（テレホンバンキング用） 

12．当金庫との紛

争の解決のための

申立先 

・東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、 
 第二東京弁護士会仲裁センター 
  東京弁護士会紛争解決センター連絡先 
  電話番号  ０３‐３５８１‐００３１ 
  第一東京弁護士会仲裁センター連絡先 

電話番号  ０３‐３５９５‐８５８８ 
第二東京弁護士会仲裁センター連絡先 
電話番号  ０３‐３５８１‐２２４９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


